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資料１ 

「三沢市教育大綱」に基づく施策の実施状況 

令和３年２月２日 

三沢市教育委員会 

 

三沢市教育大綱は、将来、児童生徒が創造性や個性を生かしつつ、社会の中で自

立して豊かな人生を送れるよう、「『確かな学力』の育成」「『豊かな心』の育成」

「『健康で活力のある体』の育成」の 3つの育成方針を以って構成されています。 

これを受け、教育委員会では「三沢市教育振興基本計画（Ｒ２～６）」を策定する

とともに、毎年「学校教育指導の方針と重点」を作成し、教育活動の充実に努めて

います。 

 

１ 「確かな学力」の育成 

基礎的な知識や技術の習得と、それを生かして自ら考え、様々な問題に主体

的に対応し、解決する力など「確かな学力」を育てます。 

 

 〔主な取組〕 （「学校教育指導の方針と重点」より） 

（１） 「授業の充実」に向けて以下の 4つを重点に掲げ、学校教育を推進していま 

す。 

 

ア 必要感のある学習課題の設定と解決方法の見通しの明確化 

必要感のある学習課題を設定し予想から解決方法の見通しをもたせて授業を行うこと。 

イ 主体的・対話的で深い学びの実現を図る学習過程の工夫 

考えを広げ深める対話的な学びを取り入れた学習過程を工夫すること。 

ウ 確実な定着のためのまとめ・振り返りと指導と評価の一体化 

学習内容の定着を図るまとめと次の学びにつなげる振り返りを大切にすること。 

エ 学び方を身に付けさせ、家庭と連携した学習習慣の確立 

学力の向上に関して、知識・技能等の定着を図るだけではなく、学び方や学習習慣

づくりを大切にすること。 
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（２） 「キャリア教育の充実」に向けて以下の 3つを重点に掲げ、学校教育を推進

しています。 
 

ア 学級活動をキャリア教育の要として位置付けた指導計画の整備・見直し 

学級活動をキャリア教育の要として位置付けた全体計画・指導計画を作成すること。 

イ 現在及び将来の生き方について考え、行動し、活動の過程を記録する指導の推進 

夢や目標の実現に向けた活動をし、キャリア・パスポートにまとめること。 

ウ 社会参画意識等を高める体験活動の充実 

家庭や地域社会の協力を得た体験活動(ゆめ実現事業、職場体験)の工夫を行うこと。 

 

 

〔現在の状況〕 青森県学習状況調査果（青森県教育委員会）より 

 

 

 

 

 

 

 

※県内小５学年・中２学年を対象とした調査 

【小学校】 

 

国語の正答率に

ついては、平成 29

年度は県比 97.6と

やや下回っていた

が、平成 30年度は

県比が 103.2とや

や上回ることがで

きた。 

また、令和元年

度は県比が 101.2

とほぼ同等の正答

率となっている。 
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社会の正答率に

ついては、国語と

同様に平成 29年度

は県比が 98.1とや

や下回ったもの

の、平成 30年度に

は、県比 102.5と

やや上回り、令和

元年度には 105.1

と上回り正答率を

伸ばしている

 

 

 

 

算数の正答率につ

いては、平成 29年

度は、県比 104.2と

上回っている。平成

30年は 104.8で前

年度と同程度であっ

たが、令和元年度は

111.2と大きく上回

っている。 

 

 

 

 

 

理科の正答率につ

いては、平成 29年

度は、県比 102.6

で、平成 30年度は

103.9と県比との差

を僅かだが広げた

が、令和元年度は算

数同様 112.6と大き

く上回っている。 

 

 

 

105.1

111.2

112.6

各教科とも、ここ数年は県平均を上回ってきている。今後とも児童の学習に対する意

欲を高め、人と関わりながら、身に付けた知識・技能等を実生活の様々な場面で生かす

「活用力」の向上を目指していく。そのためにも、今年度（令和２年度）から全面実施

した学習指導要領に沿った授業づくりを状況に合わせ進めていく必要がある。 
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【中学校】 

 

国語の正答率につ

いては、平成 29年度

は県比 96.8と下回っ

ていたが、平成 30年

度の県比は 100.7、

令和元年度は 102.2

と徐々に県比を上回

ってきている。 

 

 

 

 

 

 

社会の正答率につ

いては、平成 29年度

は県比 104.1と上回

り、平成 30年度は

107.1と前年度より

県比で差を広げた

が、令和元年度は

100.6と同等の結果

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 数学の正答率につ

いては、平成 29年度

は県比 100.8と、ほ

ぼ同等であったが、

平成 30年度は

103.5、令和 102.8と

上回っている。 
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理科の正答率につ

いては、平成 29年度

は県比 104.1で、平

成 30年度は 106.5、

令和元年度は 106.1

と高水準で県比を上

回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語の正答率につ

いては、平成 29年度

は県比 103.1と上回

っていたが、平成 30

年度は 115.0と大幅

に県比を上回り、令

和元年度も 109.0

と、大きく上回って

いる。 

小学校 1年生から

のからの英語教育の

結果が出てきている

と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.1

109.0

小学校同様、ここ数年は県平均を上回ってきている。特に、英語の上昇は目覚まし

い。今後は、来年度（令和３年度）から全面実施される学習指導要領に向けた授業づく

りの準備を進めていく必要がある。 
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２ 「豊かな心」の育成 

自分を大事にし、人を思いやる心や感動する心など「豊かな心」を育てます。 

 

 〔主な取組〕 （「学校教育指導の方針と重点」より） 

（１）  「生徒指導の充実」に向けて以下の５つを重点に掲げ、学校教育を推進し 

ています。 

ア 協働指導体制の整備・充実 

全校で取り組む重点的な指導事項を設定し、取組を定期的に点検・改善し、全教職

員による協働指導体制づくりを行うこと。 

 

イ 児童生徒に安心感を与え、自己有用感と自己肯定感を高める学年・学級経営

の推進 
 

共感的な人間関係づくりの下、自己有用感と自己肯定感を高める学年学級経営に努

めること。 

ウ 触れ合いを大切にした児童生徒理解に基づいた適切な個別指導の推進 

 日常的な触れ合いや教育相談などを通し、一人一人の内面を理解するとともに、悩

みや不安などの解消に努めること。 

エ 組織的な不登校対策の推進 

不登校の未然防止と不登校児童生徒に対する初期対応を組織で行うこと。 

オ 児童生徒が主体となるいじめ防止活動の推進と組織的な対応の徹底 

いじめなくし隊活動を中心とする児童生徒の活動の推進といじめ防止対策組織によ

る対応を徹底すること。 

 

（２） 「道徳教育の充実」に向けて以下の３つを重点に掲げ、学校教育を推進して 

います。 

 
ア 道徳教育推進指導体制の整備・充実 

 

校長の方針の下、道徳教育推進教師を中心として、全教職員が協力して行うこと。 

イ 道徳科の特質を生かした多様な指導方法と評価の工夫 

児童生徒の発達の段階や特性等を考慮し、道徳の特質を生かした多様な指導方法と評

価の工夫に努めること。 

ウ 道徳性を養うための家庭・地域との連携 

通信等での情報提供や授業公開など保護者や地域への情報発信を行うこと。 
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（３） 「特別活動の充実」に向けて以下の３つを重点に掲げ、学校教育を推進して 

います。 
 

ア 話合いを生かした学級活動の充実及び実践する活動や振り返る活動の充実 

学級の諸問題の解決に向けて話し合い、合意形成を図り、実践する活動や振り返る

活動を行うこと。 

イ 主体的に活動する児童会活動・生徒会活動の充実 

学校生活上の諸問題の解決に向けて話し合い、合意形成を図り、つくった決まりを

守る活動を行うこと。 

ウ 所属感や連帯感を深める学校行事の充実 

行事のねらいや意義を理解させ、目標をもたせて取り組ませ、感動があり、連帯感

を育むよう各行事を充実させること。 
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〔現在の状況〕 生徒指導状況報告書より（５年間の推移） 

【小学校】 

令和元年度の内訳は、

「授業抜け出し」28件、

「生徒間暴力」21件など

である。平成 30年度も同

様に、「授業抜け出し」と

「生徒間暴力」で指導さ

れた児童が多い。 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度から徐々に

増加している理由は、文

科省から積極的な認知を

図るよう指導があったた

めである。 

令和元年度は、いじめ

の積極的な認知を行う中

でも、各校の指導の充実

により、減少に転じた。 

 

 

 

 

小学校の不登校（年間

30日以上欠席）について

は、平成 27年度から大き

な変化はない。不登校児

童の出現率は高くなって

きているのは、全児童数

が減少しているため、 

※令和元年度不登校児

童出現率 

全 国 0.83 

青森県 0.64 

三沢市 0.62 
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問題行動については、特別な支援を要する児童の「授業抜けだし」が多くなっており、今

後も続くことが予想される。教育支援委員会と連携を図り、授業に集中できるように対策を

とっていく。いじめについては、減少している。令和２年度から児童生徒が主体となるいじ

め防止活動を推進し始めており、今後、充実した活動につながるように取り組んでいく。 
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【中学校】 

問題行動で指導された 

生徒数は、平成 28年度を

ピークに減少している。

理由は、平成 28年度「器

物破損」による女子への

指導が多かったが、その

後、減少しているため。 

令和元年度の問題行動

で最も多いものは、「生徒

間暴力」8件、続いて

「万引き」「喫煙」「深夜

徘徊」がそれぞれ 2件ず

つとなっている。 

 

中学校のいじめの指導

人数と認知件数は、平成

30年度から大幅に増加し

ている。理由は、小学校

と同様、文科省から積極

的な認知を図るよう指導

があったためである。 

令和元年度は、いじめ

の積極的な認知を行う中

でも、各校の指導の充実

により、減少に転じた。 

 

  

 

中学校の不登校につい

ては平成 30年度、令和元

年度と少しずつ減少して

いる。ただ、全国や青森

県と比較して、不登校出

現率は依然として高いま

まである。 

※令和元年度不登校生

徒出現率 

全 国 3.94 

 青森県 3.12 

 三沢市 3.98 

25 26 22

96 94

14 10 11

86

72

0

20

40

60

80

100

120

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度
軸ラベル

中学校 いじめ認知件数と指導生徒数

いじめで

指導した

生徒数

いじめの

認知件数

34

49

35

20
23

7

21

15

4
7

0

10

20

30

40

50

60

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度

中学校 問題行動件数（いじめを除く）

年間合計

女子数

50 52 52

44 42

0

10

20

30

40

50

60

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度

中学校 不登校児童数推移（人）

中学校の問題行動は減少しており、このまま継続するよう、自己肯定感や自己有用感を育

てていく。小学校同様、いじめについては令和２年度から児童生徒が主体となるいじめ防止

活動を推進し始めており、今後、充実した活動につながるように取り組んでいく。中学校の

不登校生と出現率は依然として高いままである状況から、重要な課題と捉えて取り組む。 
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３ 「健康で活力のある体」の育成 

たくましく生きるため、「健康で活力のある体」を育てます。 

 

  〔主な取組〕 （「学校教育指導の方針と重点」より） 
（１） 「体育・健康教育の充実」に向けて以下の 4つを重点に掲げ、学校教育を推 

進しています。 

 

ア 運動に親しむ資質・能力の育成及び体力の向上を図る指導の充実 

教育活動全体を通じて多様な運動に親しむ場や時間の設定及び児童生徒が主体的に

体力を高める機会の確保に努めること。 

イ 自ら健康な生活を実践できる指導の充実 

児童生徒が健康に関する知識を身に付け、適切に意思決定や行動選択ができるよう

にすること。 

ウ 望ましい食習慣を身に付けることができる指導の充実 

給食や学級活動等の時間において、食に関する指導に努め、日常の生活に生かすこ

とができるようにすること。 

エ 自他の危険を予測・回避できる指導と安全管理の充実 

自他の生命尊重意識を基盤とし、身近にある危険を回避し、安全な行動ができる指

導を行うこと。 
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〔現在の状況〕  

（１）眠育に取り組むに当たって 

夢の実現に向かう児童生徒の心と体の健やかな成長には、睡眠と食事を軸とした基本的な生活

習慣が大切であるとともに、成長期のおける児童生徒の基本的な生活習慣の乱れが学習意欲の体

力、気力の低下の要因の一つとしても指摘されている。 

 

 

 

 

 

 

     文部科学省「平成３１年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査」 

 

これらを個々の家庭の問題であると看過せず、学校及び地域の課題として受け止め、児童生徒

の基本的生活習慣の確立や生活リズムの向上に向けた積極的な取組や指導の推進を行っている。 

（２）三沢市の眠育の流れ 

 

 関連付け 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

「毎日同じくらいの時刻に寝ていますか」の
質問の回答と正答率の関係（小学６年生） 

「朝食を毎日食べていますか」の質問の回答
と正答率の関係（小学６年生） 

すいみんログを活用した実態把握 

 

◇ 睡眠不足による課題の例 ◇ 
・集中力欠如 ・学力低下  
・体調不良  ・免疫力低下  
・生活リズムの乱れ  
・スマホ・ゲーム依存  
・コミュニケーション能力の低下  

睡眠や生活習慣に関わる学校課題の焦点化 

【課題解決に向けた取組例】 

・すいみんログを活用した生活習慣改善指導 

・教科等の学習内容との関連 

・参観日や健康会議等での保護者への啓発 

睡眠による成長への影響について

は、成長ホルモンや免疫機能、自律神

経に関わることなど多岐の要素を含ん

でいる。 

眠育を通して、各学校の実態に合わ

せた課題を焦点化し、児童生徒の意識

改善と保護者への啓発の視点で、学校

の実態に応じた手立てを講じている。 

 

◇メディアコントロールとの関連◇ 

望ましい睡眠習慣を阻害する要因

の一つとして、近年、児童生徒のス

マホやゲーム等に消費する時間が増

えていることが指摘されている。メ

ディア利用時間をしっかりと自己管

理できる態度と「眠育」を連動させ

た指導も各校で取り組んでいる。 

 
振り返り・評価（次年度の見通し） 
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（３）眠育に関わる事業の実施状況 
  ① 三沢市健康教育研究発表大会 

   ・令和２年１２月２日（水） 岡三沢小学校にて規模を縮小して実施 

   ・講師 浪岡養護学校養護教諭 内山 陽子氏 

    演題「眠育でいきいき岡小っ子 ～ぐっすり眠って心も体も元気になろう～」 

・令和２年度から３か年で「眠育」の実践を発表していく（前年度までは「食育」の発表」） 

 

 

 

 

 

 

 

② 生き活き健康講話 

・令和２年１０月１５日（木） 三沢市公会堂で実施 

・市内小学校６年生（３１４名）対象 

・講師 七戸病院 院長 小野正人 氏 

演題「子どもにとっての眠ること」 

・夢や希望を叶えるための生活習慣づくりにおける睡眠

の大切さを学ぶ機会として実施 
 

（４）各校の保健指導の取組状況 

・各校の眠育に関わる健康教育指導の取組状況 
Ｒ
２ 

小学校 ７校実施（７校中） 
中学校 ５校実施（５校中） 

 
・栄養教諭、給食センターの出前授業を含む食育指導の取組状況 

Ｒ
２ 

小学校 ７校実施（７校中） 
中学校 ５校実施（５校中） 

 
・薬物乱用防止教室の取り組み状況 

Ｒ
２ 

小学校 ４校実施（７校中） 
中学校 ５校実施（５校中） 

 

（５）すいみんログについて 

・児童生徒の就寝時間と起床時間、睡眠量を記録・考察し、子どもたちのよりよい生活習

慣の一助となるよう働きかけるための資料 

 

 

 

 

 

 

 

注意を要する睡眠パターンの例 
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○取組の推進に当たって 

□「確かな学力」の育成 

・「安全・安心で、質の高い教育環境の充実」のために 

校舎の老朽化が進み、修繕の必要な箇所が増えている。また、タブレット型

端末の導入により、情報技術等を育成できるようになったが、それを支えるＩ

ＣＴ支援員のサポートが必要である。安全・安心で質の高い教育活動を実施で

きるように、今後も、教育環境を整えていきたい。 

 

□「豊かな心」の育成 

・「いじめ・不登校等のない学校を目指した体制づくり」のために 

今年度、心の教室相談員等の勤務日数は週３日までだったが、次年度は週４

日まで対応できるようにお願いしているので、活用を図りたい。 

 

□「健康で活力のある体」の育成 

・「豊かなスポーツライフを実現する環境づくり」のために 

スポーツ庁から、令和５年度以降、休日の部活動を段階的に地域に移行する

という方策が示されたことに伴い、今後、環境づくりを関係機関と連携を図り

推進していかなければならない。 


